
令和元年５月１０日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品
事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気こたつに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ６件
（うち石油給湯機２件、石油ストーブ（密閉式）１件、
ガスこんろ（都市ガス用）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件、
屋外式（ＲＦ式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 ５件
（うち運動器具（エクササイズ用）１件、電動アシスト自転車１件、
電気こたつ１件、照明器具（学習机用）１件、
電動キックスケーター１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 ７件
（うち電気冷蔵庫１件、ブルーレイレコーダー１件、ビデオデッキ１件、
コンセント１件、モーター（模型用）１件、エンジン（模型用）１件、
ポータブルＤＶＤプレーヤー１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び
消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会において、審議を予定して
いる案件
該当案件なし

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故
原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。
（管理番号：A201800251、A201800353を除く。）

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の
進展等により、変更又は削除される可能性があります。



６．特記事項
株式会社山善が輸入した電気こたつについて（管理番号：A201900092）

①事故事象について

株式会社山善（法人番号：1120001049040）が輸入した電気こたつを使用中、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（製品回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、ヒーターユニット取付部品

の不具合によるヒーターユニットの落下により出火に至るおそれがあることから、事

故の再発防止を図るため、２０１６年（平成２８年）４月６日にウェブサイトに情報

を掲載し、翌７日に新聞社告を行うとともに、同日以降、店頭告知やダイレクトメー

ルの送付を行い、対象製品について製品回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A201900092）が上記のリコール事象

によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：型式、ＪＡＮコード、販売期間、対象台数

型式 JANコード 販売期間 対象台数

DS-603（LH） 4983771592577 2009年 2,600

DS-H105(LH) 4983771814631 ～ 400

DS-H603(LH) 4983771592584 2010年 1,100

DS-H753（LH） 4983771592607 3,000

JS-750（B） 4983771836015 9,000

KK-60(B) 4983771835551 4,300

KK-75(B) 4983771835230 18,677

RSE-600(B) 4983771834097 14,940

RSE-750(B) 4983771834103 68,509

RSE-750（W） 4983771835308 3,480

SES-752（B） 4983771835223 25,000

合 計 151,006

２０１６年（平成２８年）４月６日からリコール（製品回収・返金）を実施

回収率：１０．９％（２０１９年４月１０日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号：A201900092）発生以前の、対象製品におけるリコール対象の

内容による２０１０年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活

用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況

2019年度 0 － 2014年度 0 －

2018年度 0 － 2013年度 0 －

2017年度 1 火災 2012年度 0 －

2016年度 0 － 2011年度 0 －

2015年度 0 － 2010年度 0 －



＜対象製品の確認方法＞

１)対象製品の外観

２)対象製品の確認方法

こたつの天板を外し、銘板の表示で「型式」と「製造年」を御確認ください。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う製品回収及び返金を受けていない方は、

直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社山善

電話番号：０１２０－００７－６１１

受付時間：９時～１７時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：https://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20160406



【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：鈴木、柳川、牧野

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：橋爪、田代

電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201900080 平成31年1月28日 令和元年5月7日 石油給湯機
UIB-
3020CX7(S)

株式会社コロナ 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも
含め、現在、原因を調査中。

沖縄県

製造から20年以上
経過した製品
事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
25日

A201900081 平成31年4月23日 令和元年5月7日
石油ストーブ（密閉
式）

FF-6812SR 株式会社コロナ 火災
事務所で当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。当該製品に起因するのか、
他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

秋田県

A201900082 平成31年4月16日 令和元年5月7日 石油給湯機
UIB-
4000HTX(F)

株式会社コロナ 火災
異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損
する火災が発生し、周辺が熱変形していた。
現在、原因を調査中。

岐阜県
製造から15年以上
経過した製品

A201900084 平成31年4月20日 令和元年5月7日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

IC-460HB-1L
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災
が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

A201900088 平成31年4月9日 令和元年5月7日
ガスこんろ（ＬＰガス
用）

RB31AH2SBL リンナイ株式会社 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

茨城県

平成31年4月18日に
消費者安全法の重
大事故等として公表
済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
25日

A201900093 平成31年3月27日 令和元年5月8日
屋外式（ＲＦ式）ガ
ス瞬間湯沸器（都
市ガス用）

YV1627RG（大
阪ガス株式会社
ブランド：型式
31-577）

株式会社ハーマン
（大阪ガス株式会社
ブランド）

重傷1名
当該製品を使用中、シャワーから出たお湯で
火傷を負った。現在、原因を調査中。

兵庫県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
27日



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201800251 平成30年7月14日 平成30年7月30日
運動器具（エクサ
サイズ用）

BK1800 セノー株式会社 重傷 1名

施設で使用者（70歳代）が当該製品の座席の
高さを調整中、座席と調節レバーとの間に指
を挟み、左手指を負傷した。
調査の結果、当該製品は、座席高さの調節レ
バー操作時に調節レバーと座席との間に手指
を挟む隙間がある構造であったことから、使
用者が座面から腰を浮かさずに座席高さの調
節レバーを操作した際、座席と調節レバーの
間に左手指を挟んだ状態で座席が最下部ま
で急激に下がったため、手指を負傷したもの
と推定される。

福岡県

平成30年8月3日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの

A201800353 平成30年8月3日 平成30年9月12日
電動アシスト自転
車

X563-1426474
ヤマハ発動機株式会
社

重傷 1名

当該製品で走行中、当該製品のハンドルが
ロックし、転倒、負傷した。
調査の結果、当該製品は、ハンドル錠の外郭
破損後も走行可能であり、ロックレバーが走
行中の振動等でハンドルをロックする状態が
起こり得る構造であったこと、ハンドル錠が破
損してもインジケーターが解錠状態であること
を示す「青色」が表示され、使用者がハンドル
ロック部の破損を看過する可能性がある構造
であったこと、ハンドル錠が破損した状態で走
行した際の危険性が十分周知されていなかっ
たことから、事故に至ったものと推定される
が、使用者が乗車前点検を十分に行っていな
かったことも事故発生に影響したものと考えら
れる。

東京都

平成30年9月14日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの

A201900092 平成31年4月23日 令和元年5月8日 電気こたつ SES-752(B)
株式会社山善
（輸入事業者）

火災
当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

東京都

平成28年4月6日か
らリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率：10.9％

A201900094 平成31年3月27日 令和元年5月8日
照明器具（学習机
用）

DL-27 株式会社イトーキ 火災
当該製品のスイッチを入れたところ、当該製
品の内部部品を溶融する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

東京都

事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
18日

A201900095 平成31年4月20日 令和元年5月8日
電動キックスケー
ター

TA-K004
株式会社Ｅａｒｔｈ Ｓｈｉｐ
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

埼玉県



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201900083 平成31年3月31日 令和元年5月7日 電気冷蔵庫 火災
寮で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品か
ら出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

新潟県

平成31年4月11日
に消費者安全法の
重大事故等として
公表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
23日

A201900085 平成31年4月13日 令和元年5月7日
ブルーレイレコー
ダー

火災
軽傷2名

火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火し
たのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

北海道

ビデオデッキに関す
る事故
（A201900086）と同
一

A201900086 平成31年4月13日 令和元年5月7日 ビデオデッキ
火災

軽傷2名

火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火し
たのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

北海道

製造から20年以上
経過した製品
ブルーレイレコー
ダーに関する事故
（A201900085）と同
一

A201900087 平成31年4月1日 令和元年5月7日 コンセント 火災
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

富山県

製造から25年以上
経過した製品
事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
24日

A201900089 平成31年4月23日 令和元年5月8日 モーター（模型用） 火災
当該製品を使用した玩具が墜落し、その周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

エンジン（模型用）
に関する事故
（A20190090）と同
一

A201900090 平成31年4月23日 令和元年5月8日 エンジン（模型用） 火災
当該製品を使用した玩具が墜落し、その周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

モーター（模型用）
に関する事故
（A20190089）と同
一

A201900091 平成31年4月4日 令和元年5月8日
ポータブルＤＶＤプ
レーヤー

火災
事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

沖縄県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成31年4月
23日

該当案件なし

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会に
おいて審議を予定している案件



運動器具（エクササイズ用）（管理番号:A201800251） 

 

 

 

 

電動アシスト自転車（管理番号:A201800353） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



照明器具（学習机用）（管理番号:A201900094） 

 

 

 

 

電動キックスケーター（管理番号:A201900095） 

 

 
 


	Taro-190510事故報告プレス
	190510事故報告一覧1
	190510事故報告一覧2
	20190510製品写真

